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「特別定額給付金」の申請について

各世帯に順次郵送しています「特別定額給付金」の申請案内につきまして、同封
された記入例や、広報よっかいち５月下旬号に掲載の記入例が、実際に提出いた
だく申請書の様式と一部異なっています。
この点についてのお詫びと修正の内容などを、市のホームページに掲載のほか、
広報よっかいちに加えて配布させていただきましたのでご確認いただきますよう
お願い申し上げます。
なお、郵送された申請書による申請にあたっては、特別な事情による現金給付
を除き、必ず受取口座情報をご記入のうえ、通帳・キャッシュカードのコピーなど、
口座情報が確認できる書類を添付し、返信用封筒に入れて郵送してください。

※「特別定額給付金」に関する最新情報については、市公式サイト「特別定額給付
金について」のページ（下のＱＲコード）をご参照ください。

【問い合わせ】

〒510-8601 四日市市諏訪町１番５号
四日市市 新型コロナウイルス感染症対策室

TEL：059-327-5990
ＦＡＸ：059-327-5905

・募集職種：小学校給食調理員（給食パート）小山田小１名、四郷小２名

・業務内容：給食調理、運搬、後片付け、調理場清掃など

・勤 務 日：給食実施日等（春・夏・冬休みは勤務なし）

・勤務時間：８：３０～１５：００（労働時間５時間４５分）

・時 間 給：１０１０円（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給）

申し込み：応募を希望される方は、教育総務課（ＴＥＬ：３５４－８２３６）に電話のうえ、

履歴書を提出してください。書類選考のうえ、面接を実施します。

☆応募期間：５月２０日（水）～６月４日（木）

６月中旬からの
勤務です。



人権擁護委員は、法務大臣の委嘱を受けたボランティア（無償）で、四日市市に１８

人の委員がいます。地域の皆さんからの人権相談を受けて問題解決のお手伝いをしたり、

人権について関心を持ってもらえるような人権教室や啓発活動を行ったりしています。

人権についてお困りやお悩みの際は、以下の人権相談電話をご利用ください。新型コ

ロナウイルス感染症に関連する不当な偏見や差別、いじめ等の人権相談も受け付けてい

ます。

みんなの人権１１０番（全国共通）０５７０－００３－１１０

インターネット人権相談窓口 パソコン・携帯電話・スマートフォン共通

https://www.jinken.go.jp/

毎年６月１日は「人権擁護委員の日」です

子育てを地域で支えあう

四日市市ファミリー ･サポート ・センターからのお知らせ

ファミリー・サポート・センターの仕組みと趣旨について、良く理解をしていただくために、平成２８年度より

依頼会員向けの講習会を実施しています。新たに依頼会員として登録される方はもちろん、すでにご利用

されている方も受講してください。

日 時：６月１３日（土） １３：００～１６：００ （講習会のみの方は１４：３０終了）

※講習会終了後、希望される方は依頼会員の登録手続きをいたします。

場 所：三浜文化会館

定 員：会場の都合により、２０名程度といたします。（先着順に受け付けます）

託 児：有り （無料） ※事前にお申し込みください。

申込方法：電話にてお申し込みください。

申込み･問い合わせ：四日市市ファミリー・サポート・センター ＴＥＬ／ＦＡＸ：３２３－００２３

（ＮＰＯ法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内）

※上記のように予定していますが、新型コロナウィルスの感染拡大の状況を確認しながら判断し、

変更となる場合はホームページ等で案内いたします。

６月５日（金）
ＪＡ小山田支店 １０：１０～１０：４０

鹿間町自治会広場 １０：５０～１１：２０


